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はじめに 

 

 パリ協定の成立後、各国はカーボンニュートラル宣言を行ってきているが、

「カーボンニュートラル」を実現するためには、削減しきれない CO2を地中に

貯留する CCS（Carbon dioxide Capture and Storage）は必要不可欠な技術で

あるとの認識が、ここ数年、各国において急速に広がりつつある。まさに、

「CCSなくして、カーボンニュートラルなし」と言っても過言ではない。 

 

CCSは、エネルギーの安定供給に加えて CO2の排出削減が困難な産業にとっ

て「最後の砦」であり、産業立地を大きく左右するものであり、我が国でもこ

れまで培ってきた研究開発や、長岡や苫小牧における実証の成果を踏まえて、

「事業化」の段階に進む必要がある。 

 

今回お示しする「CCS長期ロードマップ」の内容として、2050 年において、

二酸化炭素の貯留量の目安を 1.2億トン～2.4億トンとし、30 年までを「ビジ

ネスモデル構築期」、50年までを「本格展開期」とし、これに向けて「事業

化」に向けた支援策や法制について、今回提言するものである。 

 

CCSについては、中長期的なアプローチが欠かせない。今後 2050年に向けた

「CCS実行計画」の策定を行うべきである。今後、政府部内において、政策の

具体化に向けて更なる検討を行うべきである。 

 

 

令和 5年 3月 10 日 

 

CCS長期ロードマップ検討会 

CCS事業コスト・実施スキーム検討ワーキンググループ 

CCS事業・国内法検討ワーキンググループ 
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１．CCS長期ロードマップの検討経緯 

 これまでの日本における CCS（二酸化炭素の回収・貯留）の検討について

は、北海道苫小牧市における国内唯一の大規模 CCS実証試験、液化 CO2輸送技

術の研究開発・実証などの研究開発や実証事業等を通じて行われてきており、

着実に CCS技術の蓄積は進められてきた＜参考 1・2・3＞。 

また、気候変動問題が人類共通の喫緊の課題として認識され、先進国を中心

として 2050年までに自国における温室効果ガスの排出をネットでゼロにする

方針を示す中、日本でも、2020年 10月に「2050年カーボンニュートラル」を

目指すことを宣言するとともに、2021年 4月には、2030年度の新たな温室効

果ガス排出削減目標として、2013年度から 46％削減することを目指し、さら

に 50％の高みに向けて挑戦を続けるとの方針を示した。 

そうした中、2021 年 10月に閣議決定されたエネルギー基本計画において、

2050年カーボンニュートラル目標や 2030年 46％削減目標の実現に向けて、火

力発電所の脱炭素化や、素材産業や石油精製産業といった電化や水素化等で脱

炭素化できず CO2 の排出が避けられない分野を中心として、CCS は CCUととも

に最大限活用する必要があると位置づけられており、再生可能エネルギー、原

子力、水素・アンモニアとともに、我が国の脱炭素化と産業政策やエネルギー

政策を両立するための「鍵」となる重要なオプションの一つとなっている＜参

考 4＞。 

こうした考え方のもと、エネルギー基本計画においては、CCS について、技

術的確立・コスト低減、適地開発や事業化に向けた環境整備に係る長期のロー

ドマップを策定することとされた＜参考 5＞。 

長期ロードマップの策定に向けた検討は、2022年 1月から CCS 長期ロードマ

ップ検討会を開催し、同年 9月からは CCS事業の国内法整備に向けた各種課題

について「CCS事業・国内法検討ワーキンググループ」を立ち上げ、また、CCS

バリューチェーン全体での現状コストと将来コスト目標、政府支援の在り方等

については「CCS 事業コスト・実施スキーム検討ワーキンググループ」を立ち

上げ、それぞれのワーキンググループにて集中的な議論を行ってきた＜参考 6

＞。 
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＜参考 1＞大規模 CCS実証試験 

 実用規模での実証を目的とした日本初の大規模 CCS実証試験。2012年度から

2015年度に実証設備を建設し、2016年度から CO2の圧入を開始した。地域社

会と緊密に連携を取りつつ、2019年 11月に累計圧入量 30万トンを達成した。 

現在は、貯留の安全性を担保するため、様々な手法（弾性波探査、微小振動

観測など）を組み合わせてモニタリングを実施している。 
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＜参考 2＞液化 CO2 船舶輸送事業 

 日本において CCS を社会実装させる上で、排出源から貯留適地まで大容量の

CO2を船舶で長距離輸送することも必要であると見込まれる。 

しかし、現状で大容量の液化 CO2を輸送できる船舶輸送技術は確立しておら

ず、温度圧力の管理やタンクの開発等の技術確立が課題となっている。 

この課題の解決のため、2021年度から本事業の準備を開始している。2024

年度に舞鶴、苫小牧間（約 1,000km）の長距離輸送を開始し、2026年度までに

低温・低圧帯での安定した運航技術の確立を目指す。 
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＜参考 3＞分離回収・輸送・貯留技術の確立に向けた取組（環境省事業） 

 

 

＜参考 4＞2050年カーボンニュートラルに向けた CCUSの位置づけ 
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＜参考 5＞「第６次エネルギー基本計画」における CCSの位置付け 

 

 

＜参考 6＞CCS長期ロードマップ検討会の開催状況 
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２．CCS事業化に向けた世界の動向 

昨年から、CCS を取り巻く世界的な情勢は、懐疑論から政策導入へ転換して

いる。米国では超党派でのインフラ投資法に加え、2022年 8月には 10年間で

約 50兆円程度の国による CCSを含む対策（インフレ削減法）を定め、「空前の

CCSブーム」とも言われ、国際世論に大きな影響を与えている。中国では、グ

ローバル CCSインスティチュートによれば、2050年に年間貯留量 20億 tを目

標とし、国内開発だけでなく他国との関係構築を推進するなど、CCSの推進に

転換している。ドイツは CCUSに否定的であったが、昨年末、CCUS を容認する

動きに転じ、国内政策の整備に着手した。そのほかの国でも CCS 政策導入に向

けた動きが起きており、CO2貯留地を巡る「大競争時代」が到来している。 

グローバル CCS インスティチュートによれば、2022年中に世界で新たな CCS

プロジェクトが 61 件増加し、現在、CCSプロジェクトは 196件となっている。 

また、これまでは EOR主体のプロジェクトが多数であったが、現在開発中

（検討中を含む。）のプロジェクトは、EORを伴わず、帯水層へ貯留するものが

多数進んでいる。さらに、オーストラリアのほか、インドネシア、マレーシ

ア、東ティモール等のアジア圏の国も CCSプロジェクトの開発に着手している

＜参考 7＞。 
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＜参考 7＞世界の CCSプロジェクトの動向 

 

 

 （出典）GCCSI 
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３．本取りまとめの位置づけ 

これまでの経緯、世界の動向及び両ワーキンググループの議論を踏まえ、本

検討会における議論の結果を「CCS長期ロードマップ検討会 最終とりまと

め」とする。 

なお、国内法整備に向けた検討については本検討会及びワーキンググループ

において法制度の在り方や概念整理を中心に議論を行ったが、法制度化に向け

た論点は多く、今後更なる検討が必要となる。また、年間貯留量目標、コスト

目標、技術開発指針や適地調査計画についても、より詳細な検討を行い「CCS

行動計画」を策定する必要がある。 
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CCS長期ロードマップ 
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１．基本理念 

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、省エネルギーや電化、水素化等

による脱炭素化を最大限進めても CO2の排出が避けられない分野を中心として

CCSを最大限活用する。また、計画的かつ合理的に実施し、社会コストを最小

限とすることで、脱炭素化と経済成長やエネルギーの安定供給を両立すること

を目指す。 

このことを踏まえ、「CCSを計画的かつ合理的に実施することで、社会コスト

を最小限にしつつ、我が国の CCS事業の健全な発展を図り、もって我が国の経

済及び産業の発展、エネルギーの安定供給確保やカーボンニュートラルの達成

に寄与することを目的とする」ことを CCS長期ロードマップの基本理念とす

る。 

 

２．目標 

日本における 2050 年時点の CCSの想定年間貯留量は、IEAによる世界の脱炭

素シナリオと CO2 回収量の試算、日本の CO2排出量の割合から推計すると、年

間約 1.2～2.4億 tが目安となる＜参考 8＞。この目安を参考とすると、2030

年に CCSを導入する場合、2050年までの 20年間の毎年、CCSプロジェクトを

立ち上げて約 600～1,200万 tずつ年間貯留量を増やしていく必要があり、CCS

の導入時期を先送ることで 2050年カーボンニュートラルの実現に必要な年間

貯留量の確保が困難となる懸念がある＜参考 9＞。 

このため、2050 年時点で年間約 1.2～2.4億 tの CO2貯留を可能とすること

を目安に、2030年までの事業開始に向けた事業環境を整備し（コスト低減、国

民理解、海外 CCS 推進、法整備）、2030年以降に本格的に CCS 事業を展開する

ことを CCS長期ロードマップの目標とする。 
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＜参考 8＞2050年時点の CCSの想定年間貯留量約 1.2～2.4億ｔの推計 

「World Energy Outlook (2021,IEA）」によると、世界の脱炭素シナリオ別

の CO2回収量の試算結果は次のとおり。 

 2050年ネットゼロシナリオ（Net Zero Emissions by 2050):世界の CO2

排出量を 2050 年までにネットゼロにする軌道に乗せるためのシナリオ 

⇒ 76億ｔ／年 

 持続可能な開発シナリオ (Sustainable Development Scenario):先進国

は 2050年、中国は 2060年、その他の国は 2070年までにネットゼロを達

成するためのシナリオ 

 ⇒ 54億ｔ／年 

 表明公約シナリオ (Announced Pledges Scenario): NDC や長期ネットゼ

ロ目標等の各国の気候約束をベースとするシナリオ 

⇒ 38億ｔ／年 

 公表政策シナリオ (Stated Policy Scenario):分野別に目標を達成し得

るかを精緻に評価した、各国の取組をベースとするシナリオ 

⇒ 2億ｔ／年 

このうち 2050年ネットゼロを前提とする３つのシナリオで必要となる CO2

回収量は 38～76億 t／年であり、「Net Zero by 2050（2021,IEA）」では回収さ

れる CO2の 95％が地層中に貯留される想定であることから推計すると、必要な

CCSの量は約 36～72億 tとなる。これに日本の CO2排出量の割合 3.3％（IEA

データの過去 5年間の平均値）を乗じると、日本における 2050 年時点の CCS

の想定年間貯留量は年間約 1.2～2.4億 tと推計できる。 
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＜参考 9＞国内の CCS普及イメージ 

 

仮に 2030年から CCS事業を開始（操業開始）する場合、CO2 圧入井１本当た

りの貯留可能量を年間 50万トンとした場合でも、2050年までの 20年間で、毎

年 12本～24本ずつの圧入井を増やしていく必要が生じることとなる。 

※必要な圧入井の本数（圧入井 1本当たりの貯留可能量を 50万 t/年で計算） 

・1.2億 t/年の場合：240本 

・2.4億 t/年の場合：480本 
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３．具体的アクション 

CCS長期ロードマップの目標を達成するため、次の具体的アクションを随時

実施する。 

⚫ CCS事業への政府支援 

⚫ CCSコストの低減に向けた取組 

⚫ CCS事業に対する国民理解の増進 

⚫ 海外 CCS事業の推進 

⚫ CCS事業法（仮称）の整備に向けた検討 

⚫ 「CCS行動計画」の策定・見直し 

 

（１）CCS事業への政府支援 

① モデル性のある先進的 CCS事業の支援 

将来の CCS事業の普及・拡大に向けて横展開可能なビジネスモデルを確立

するため、2030 年までの事業開始を目標とし事業者主導による「先進的 CCS

事業」を選定し、国により集中的に支援する。 

具体的には、CO2の回収源、輸送方法、CO2貯留地域の組み合わせが異な

る 3～5プロジェクトから支援を開始し、多様な CCS事業モデルの確立を目

指すとともに、2030年までに年間貯留量 600～1,200万 tの確保に目途を付

けることを目指す（年間貯留量の目標は CCSへの参入を計画する事業者の目

標等に基づき設定するもの。英国でも、2030年までに年間貯留量 1,000万 t

を目標としている。）＜参考 10＞。 

モデル性としては、CO2回収源のクラスター化や CO2貯留地域のハブ化に

よる事業の大規模化と圧倒的なコスト低減に取り組む事業とする。 

なお、事業の選定に当たっては、事業の早期実現性、拡張性、経済性に加

えて、CO2貯留地域の理解を得る方向で事業が進められているか、将来の

CCS事業の発展に寄与するかを重点的に確認する。 

 

＜参考 10＞想定される CO2の回収源、輸送方法、CO2貯留地域のパターン 
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② CCS 適地の開発促進／地質構造調査 

国はこれまで石油・天然ガス開発を目的とした地質構造調査を実施してき

たが、2022年に JOGMECの CCS業務が追加されたことを受け、2023年度から

は CCSを目的とした地質構造調査も実施する予定である。今後、CCS適地調

査の計画を検討するとともに、調査データの民間事業者等への貸し出しを

JOGMECが実施する。 

CO2の貯留に適した地層の所在を推定するのに活用可能な地質構造のデー

タは、これまで主に石油・天然ガス探鉱の促進を目的に取得されてきたもの

が利用されており、これまでの調査において、11地点で計 160 億トンの貯留

層があると推定した。当面は、これらの貯留層について民間事業者による経

済性等の分析・評価が行われ、試掘等の開発行為につながることが期待され

る。一方で、石油・天然ガス探鉱の促進を目的に取得されてきたデータは沿

岸地域のデータが乏しく、CO2排出源との距離が近く輸送コストの低減を期

待できる沿岸地域において、CO2の貯留に適した地層の所在の推定や民間事

業者による開発行為をすることは困難な状況となっている＜参考 11＞。 

このため、既存データのある地域での CO2の貯留に適した地層の所在の推

定を更に進めつつ、今後は、沿岸地域の地質構造調査についても検討を進め

る。 

 また、民間事業者が CCS適地を検討する際に断層リスクの評価が重要な要

素の一つとなる。国際エネルギー機関（IEA）の認識や過去の実証プロジェク

トにおいては地震との関係性は認められていないものの、地質構造調査にお

ける断層によるリスクの評価方法の開発についても検討を急ぐ＜参考 12＞。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

＜参考 11＞国内における CO2の排出源の所在（2022年） 
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＜参考 12＞IEAの認識や過去の実証プロジェクトと地震の関係性等 

 

 



20 

 

③ CCS 事業の持続性に関する検討 

当面は、CCS事業の開始に向けた CAPEX支援を行うものの、2030年から開

始することになる稼働時支援については、先行する英国等の支援にかかる最

新の知見を参考にしつつ、CCSの事業モデルを検討し、継続的に政府支援の

在り方を検討し、見直しを実施する＜参考 13＞。 

また、コスト低減の状況、事業環境の整備の状況を踏まえつつ、「先進的

CCS事業」後の CCS事業について CCSの持続性の確保の観点からシームレス

な支援策となるよう検討を行う。 

さらに、CCUS 事業の実施段階ごとに必要となる支援策について、産業界の

ニーズなども踏まえて検討する＜参考 14・15＞。 

 

＜参考 13＞英国における CCS事業稼働時の支援 

英国では、CCS の稼働時の支援として、炭素価格と回収コストの価格差を補

填する様々な検討が行われている。また、回収事業者による輸送・貯留事業者

への支払い額は認可制が想定されている。さらに、輸送・貯留事業者に対し

て、CO2漏洩、座礁資産等の経営上のリスクに対し、政府の支援パッケージ

（民間保険会社を代行等）を用意することが検討されている。 
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＜参考 14＞産業界ニーズなどを踏まえた CCUS事業に対する支援策の検討 

CCS事業コスト・実施スキーム検討 WGで示した方針をまとめると次のとお

り。 
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＜参考 15＞CCS事業への支援策に関する主な提言（第 3回 CCS 事業コスト・実

施スキーム検討 WGより）） 
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（２）CCSコストの低減に向けた取組 

RITEが一定の条件下で行った CCSコスト及びその低減見込みの試算を踏ま

え、2050年における CCSのコスト目標を 2023年比で、分離・回収コストは 4

分の 1以下、輸送コストは 7割以下、貯留コストは 8割以下とする（CCS全体

で約 6割以下となる見込み）。また、2030年時点での目標は、分離・回収はコ

ストを 2023年比で約半減とし、輸送及び貯留についてはコスト削減を目指す

事業の開始とする＜参考 16＞。 

コスト目標に向け、引き続き、コスト低減を可能にする技術の研究開発・実

証を推進する。 

 

＜参考 16＞RITEが一定の条件下で行った CCSコストの低減見込みの試算結果 

 
 

（３）CCS事業に対する国民理解の増進 

日本における CCS の長期安定的な利用を実現するため、CCS は、国民、特に

CO2の貯留場が立地される地域の理解を前提に進める。 

このため、2030 年まで当面、国主導により地域毎に CCUS説明会を開催し、

CCSの意義や負担、CCSの安全性、CCUSの立地による地域への投資効果、雇用

創出効果、消費増進効果等についての国民の理解を得るとともに、CCSに対す

る懸念を払拭する。 

また、CO2の貯留場が立地される地域においては、当該地域の地方公共団

体、民間団体、住民等の関係者の理解を得るため、丁寧な説明を行うことに加

え、地方公共団体や民間団体が行う、CCSを中核としたハブ＆クラスターや関

連する産業・雇用の創出の向けた支援する仕組みを検討する。 
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（４）海外 CCS事業の推進 

 貯留先となる相手国の事情に配慮する必要はあるが、有望な海外の貯留ポテ

ンシャルの活用は有力な選択肢の一つとなる＜参考 17＞。 

また、国内外で CCSプロジェクトの立ち上がりが不十分である現状では貯留

先の国内外での比率は決められず、あらゆる選択を追求する。 

このような背景から、日本からの CO2輸出を前提とした具体的な交渉を複数

国と開始し、先方から支援要請があれば検討する。 

また、日本が主導するアジア・エネルギー・トランジション・イニシアティ

ブ（AETI）に基づく「アジア CCUSネットワーク」や JOGMECによるリスクマネ

ー供給等によるプロジェクト支援を通じて、日本企業の権益取得を支援する＜

参考 18・19・20＞。 

さらに、二国間クレジット制度（JCM）における CCSを含むプロジェクトの

組成促進や CCS由来の国際的なクレジット制度の立ち上げを支援することで、

クレジット制度を通じた排出量取引を実現する＜参考 21＞。 

 

＜参考 17＞海外で行う CCS事業のスキーム例と推進の目的 

 

 

 

 



26 

 

＜参考 18＞アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブによる支援 
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＜参考 19＞JOGMEC によるリスクマネー供給による支援 

 

 

＜参考 20＞アジア大での CCUSネットワークの構築 

2021年 6月、AETI の一環として国際的な産学官プラットフォームである

「アジア CCUSネットワーク（ACN）」を設立。大規模な CO2貯留ポテンシャル

が期待されるアジア全域での CCUS活用に向けた知見の共有や事業環境整備を

目指す。 
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＜参考 21＞CCS由来の国際的なクレジット制度の立ち上げ 

JOGMECによるリスクマネー供給等を通じた CCUS等の脱炭素化事業の支援を

しつつ、二国間クレジット制度（JCM）における CCS由来のクレジットに関す

るガイドライン等の策定やボランタリー・クレジット市場における CCSの対象

化等を進め、日本企業による海外での CCUS事業の付加価値を高める。 

 
 

（５）CCS事業法（仮称）の整備に向けた検討 

CCS事業に関して法制度による対応が必要となる背景は次のとおりであり、

これら法制の観点からの理由もあり、これまで CCSの事業化は行われてこなか

った。 

① CCS事業に対する法令の適用関係（鉱業法・鉱山保安法等）がはっきり

せず、事業者側で準拠すべきルールや国の監督の体制が不明確であっ

た（CCS事業と技術的に共通する石油・天然ガスの増産は鉱業法・鉱山

保安法が適用されるが、CCS事業に適用されるか不明確であった。）。 

② CO2の分離・回収、輸送、貯留という CCSのバリューチェーンの中で、

ガスの組成を整え、計測し、輸送し、データを提供するルールがなか

った。 

③ 長期の事業の安定性を図るために、第三者からの妨害の排除・予防の

仕組みがなかった。 

④ CCSの整備は、住民理解を得ながら進める必要があるが、保安規制への

準拠の状況や損害賠償の仕組みなどがなく、事業者が住民に説明すべ

き内容が明確ではなかった（なお、周辺環境への影響について日本の

鉱業法制では、保安の中で議論されている。）。 

⑤ 特に、貯留事業者の保安責任やモニタリング責任が不明確であった。

また、責任が消滅しなければ事業性が担保できない状況であった。 
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 このため、新法として CCS事業法をできる限り早期に整備すべきである。ま

た、CCSバリューチェーンを踏まえ、事業法の範囲は「分離・回収」「輸送」

「貯留」を対象とすべきであり、特に貯留事業は、石油・天然ガス事業と共通

する点が多く、鉱業法制を参考とし、「海陸共通の制度化」、「貯留事業権」の

新設、保安体制の整備・賠償責任の明確化（無過失責任）、モニタリング責任

の有限化等を措置すべきである＜参考 22＞。 

また、海外 CCS の推進に向けた CO2の輸出に向けた法的枠組みを措置すると

ともに、CCU/カーボンリサイクルの推進のために回収 CO2を売却可能とすべき

である。 

なお、CCS事業法の検討結果に係る詳細は「別冊」に記載することとする。 

 

＜参考 22＞CCS事業全体のバリューチェーン 

 

 

（６）「CCS行動計画」の策定・見直し 

CCSの年間貯留量目標、コスト目標、技術開発指針や適地調査計画につい

て、より詳細な検討を行った上で、「CCS行動計画」を策定し、適時の見直しを

する＜参考 23＞。 

 

＜参考 23＞「CCS 行動計画」の策定に向けた検討方針 

 


